
債務負担行為について 

 

 

 

市指定文化財「旧四郷村役場」復原・修理ほか工事は、令和３年度・令和４

年度の債務負担行為であり、各年度の支払限度額及び出来高予定額は、下記の

金額を予定しています。 

 なお、下記の各年度の金額は、予定価格に基づいたものであり、入札後に契

約金額に応じた金額に変更を行います。 

 

 また、前払金については、契約年度（令和３年度）に翌会計年度（令和４年

度）分の前払金を含めて支払うものとします。 

  

記 

 

年度 出来高予定額 支払限度額 

令和３年度 39,723,000 円 128,300,000 円 

令和４年度 281,037,000 円 192,460,000 円 

全体額 320,760,000 円 320,760,000 円 

 

 （注１）各年度の前払金の額は、各年度の出来高予定額×４０％（万円未満切捨て） 

（注２）各年度の中間前払金の額は、各年度の出来高予定額×２０％（万円未満切捨て） 

 

以上 


